世羅町商工会人材育成助成実施要綱
（目的）
第１条　この要綱は、世羅町商工業の活力向上を支援する事業補助金交付要綱に基づき、町内中小企業者の事業継続及び経営の向上を支援するため、次条に定める助成を行い、もって町内における商工業の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とする。
（助成の区分）
第１条の２　助成の区分は、次の各号に定めるとおりとする。
（１）事業継続に必要な各種研修会又は講習会の受講等に係る経費の一部の助成（以下「研修等受講」という。）
（２）事業継続に必要な人材を確保するための事業後継者を新規に雇用する場合の人件費の助成（以下「後継者育成」という。）
（３）経営課題の解決に必要な専門家派遣による診断又は助言等の実施（以下「専門家派遣」という。）
（対象要件）
第２条　助成の対象となる者は、中小企業基本法（昭和38年法律第122号）第２条に規定する中小企業者であって、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
（１）町内に事務所又は事業所を有すること
（２）世羅町商工会（以下「本会」という。）の会員であること
（３）本会の経営指導又は助言を受けること
（４）町税（国民健康保険税を含む。）を完納していること
（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に基づく届出を要する事業を営んでいないこと
（６）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業でないこと
（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に定める者又はその他の反社会的勢力でないこと及びこれらと関係を有しないこと
２　本会会長（以下「会長」という。）は、前項の要件を満たす者であっても、事業の内容が適切でないと認めるときは、助成の交付をしないことができる。
（助成対象経費）
第３条　助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、次の各項に定めるとおりとする。
２　研修等受講の助成対象経費は、中小企業者の代表者、役員又は従業員等が、事業継続に必要な知識及び技術の習得並びに資格取得のための各種研修会又は講習会等（以下「研修会等」という。）を受講する場合の受講料及び教材費（以下「受講料等」という。）を対象とし、その範囲及び要件等は、次の各号に定めるところによる。
（１）本項に規定する「従業員等」とは、常時使用される労働者及び事業専従者をいい、臨時に使用される者及び外注先（請負先又は委託先）の者は含まない。
（２）遠隔による教育及び研修（通信教育及びオンライン講座等）による受講は、受講修了を証する書面又は受講管理システム等により修了を確認できるものに限る。
（３）消費税及び地方消費税相当額、旅費、宿泊費及び備品購入費その他受講に直接要しない経費は対象外とする。
３　後継者育成の助成対象経費は、中小企業者が事業継続に必要な人材を確保するため、町内に住所を有する事業後継者（以下「後継者」という。）を新たに雇用した場合の人件費とする。なお、本項における「後継者」とは、雇用時において45歳未満の者であって、将来にわたり当該中小企業者の代表者の地位を承継することが相当に見込まれる者をいう。
４　専門家派遣の助成対象経費は、中小企業者が事業継続及び経営の向上を図るうえで抱える経営課題の解決のため、各分野の専門家による適切な診断又は助言等を得るために要する謝金及び旅費をいう。
（助成額及び助成率等）
第４条　助成額及び助成率等は、次の各項に定めるとおりとする。
２　研修等受講の助成額は、１回の受講について、受講料等の３分の２以内（算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。）とし、その上限等は次の各号に定めるとおりとする。
（１）同一事業者に対する当該年度内における助成額の累計の上限は、６万円とする。
（２）受講しなかったとき（病気又は事故、その他やむを得ない事情による場合を含む。）は、助成の対象としない。
（３）資格等（免許、認定又は登録を含む。）の取得を目的とする受講料等で、当該資格等の取得が確認できないときは、助成の対象としない。
３　後継者育成の助成は、後継者を雇用した月から月額５万円以内として通算12か月60万円を限度とし、その要件等は次の各号に定めるとおりとする。
（１）本項の規定にかかわらず、後継者を雇用した日の属する年度の翌年度以降に申請を行う場合の助成対象期間は、当該申請年度の４月分から、当該雇用した月から起算して12か月を経過する日の属する月分までとする。
（２）助成の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
　ア　同一事業者に対する助成対象者は、１名限りであること。
　イ　後継者に対する雇用保険の加入義務があるときは、当該保険に加入していること。
　ウ　申請事業者において、後継者を雇用する日の前日から起算して６か月前の日までの間に、常用労働者を解雇していないこと。
（３）後継者は、交付開始前までに当会青年部に加入するよう努めなければならない。
４　専門家派遣の助成額は、当会が規定する「専門家等に係る経費支出基準」に基づき１日あたり税込３万円を上限とし、派遣回数等については次の各号に定めるとおりとする。
（１）派遣回数は、１課題について３回までを上限とする。
（２）派遣に要する旅費は、当会が規定する「講師旅費支給規程」に基づき算出する。
（申請）
第５条　助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、当会に対し、持参又は郵送、電磁的方法（電子メール等をいう。以下同じ。）により申請しなければならない。
２　研修等受講の申請は、次の各号に定めるとおりとする。
（１）申請期限は、研修会等の受講日の前日までとする。
（２）提出書類は、次に掲げるとおりとする。
ア　研修等受講事前申請書（様式第１号の１）
イ　受講内容と受講料等が把握できる書類（受講案内等の写し）
ウ　受講者の在籍の確認ができる書類（代表者にあっては提出を要しない、役員にあっては３か月以内に発行された法人登記事項証明書等で役員就任の事実が確認できるもの、従業員等にあっては雇用契約書又は賃金台帳等）
３　後継者育成の申請は、次の各号に定めるとおりとする。
（１）申請期限は、後継者の雇用開始から12か月以内とする。
（２）提出書類は、次に掲げるとおりとする。
ア　後継者育成申請書（様式第２号）
イ　誓約書（様式第３号）
ウ　申請者が法人の場合にあっては、就業規則の写し
エ　後継者を従業員として雇用する場合にあっては、雇入通知書又は労働条件通知書及び雇用保険への加入を証する書類の写し（加入義務がある者に限る。）
オ　後継者が役員として就任する場合にあっては、法人登記事項証明書
カ　その他会長が必要と認める書類
４　専門家派遣の申請は、当会の経営指導員等への相談を経て、専門家の支援が必要であると認められたときに、派遣の前日までに申請するものとし、申請期限等は次の各号に定めるとおりとする。
（１）申請期限は、派遣予定日の前日までとする。
（２）提出書類は、次に掲げるとおりとする。
ア　専門家派遣申請書（様式第６号）
イ　町税の納税証明書又は滞納のない証明書（初回申請時に限る。）
ウ　その他会長が必要と認める書類
（３）毎年度の３月は、申請及び派遣は行わないものとする。ただし、やむを得ない事情により、会長が必要と認める場合はこの限りでない。
（審査及び交付の決定等）
第６条　会長は、前条の申請があった場合には、審査会においてその内容を審査し、助成の可否を決定する。なお、後継者育成については、後継者に対する面談を実施する。
２　前項の規定により助成の可否を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により、書面又は電磁的方法をもって申請者に通知する。
（１）研修等受講　交付決定通知書（様式第５号の１）を申請者に送付する。
（２）後継者育成　交付決定通知書（様式第５号の２）を申請者に送付する。
（３）専門家派遣　派遣を実施する専門家に対して専門家派遣依頼書（様式第７号）を送付し、当該専門家からの承諾書（様式第８号）の提出をもって交付の決定とし、その旨を通知する。
３　前項の規定による通知を受けた後、申請した内容を変更する場合、又は中止しようとする場合は、遅滞なく本会にその理由及び内容を報告しなければならない。
（実績報告）
第７条　交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を会長に提出しなければならない。
（１）研修等受講　原則として受講等の完了から１か月以内又は当該年度の３月20日のいずれか早い日までに、受講等の成果を報告するため、次に掲げる書類
ア　研修等受講実績報告書（様式第１号の２）
イ　受講又は資格取得の事実が確認できる書類（修了書又は登録免許証等の写し）
ウ　受講料等の支払が確認できる書類（領収書等の写し）
エ　町税の納税証明書又は滞納のない証明書
（２）後継者育成　交付決定の日から起算して３か月ごとに、雇用の実態を報告するため、次に掲げる書類
ア　継続雇用報告書（様式第４号）
イ　出勤状況が確認できる書類（出勤簿、タイムカード、賃金台帳等）
ウ　町税の納税証明書又は滞納のない証明書
エ　その他本会会長が必要と認める書類
（３）専門家派遣　指導の完了から１か月以内に提出する結果報告書（様式第11号）
２　専門家派遣を実施した専門家は、支援終了後、速やかに実施報告書（様式第９号）及び旅費請求書（様式第10号）を本会会長に提出するものとする。
３　後継者育成の交付決定者は、交付終了から２年間は雇用を継続するものとし、これが履行されない場合は、原則として交付された金額の全額を返還するものとする。
（支給）
第８条　会長は、前条の実績報告に基づき、その内容を確認し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める口座への振込により支給する。
（１）研修等受講　研修等受講実績報告書（様式第１号の２）に記載された振込先
（２）後継者育成　継続雇用報告書（様式第４号）に記載された振込先（３か月ごとに支給する。）
（３）専門家派遣　承諾書（様式８）に記載された振込先
２　前項の規定による支給は、原則として実績報告のあった月の本会における最終振込処理日に行うものとする。
（交付決定の取消等）
第９条　会長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、又は交付した全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
（１）交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
（２）その他不正の事実があったとき
附則
（実施の時期）
この要綱は、平成28年５月11日から実施する。
（改定）
この要綱の一部改正は、平成29年４月１日より実施する。
この要綱の一部改正は、平成31年４月１日より実施する。
この要綱の一部改正は、令和２年４月１日より実施する。
この要綱の一部改正は、令和３年５月１日より実施する。
この要綱の一部改正は、令和４年７月１日より実施する。
この要綱の一部改正は、令和５年１月１日より実施する。
この要綱の一部改正は、令和８年４月１日より実施する。
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